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たくっちを探せ！
住宅セーフティネット制度をご利用ください
たくっちの実務ノート

 誉田八幡宮
 飛鳥ワイン
 パティスリーバロン

JCBギフトカード1万円分が当たる！！

インストールは
こちら！人・すまい・地域をつなぐ懸け橋宅建NEWS

大阪宅建協会の広報誌
たくっちマガジン

Vol.649

11・12月号
2023

COCOARアプリをインストールして、たくマガをもっと楽しもう！



特集 O・O・SA・KAタウン情報
COCOARアプリで　　マーク付近をスキャンし、タウン情報動画をチェックしよう！AR
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大阪府の南東部に位置する羽曳野市は生駒、信貴、金剛、葛
城山系に囲まれた河内平野にあり、旧石器時代から続く歴史
の町として知られています。2019年、羽曳野市と隣接する藤
井寺市にまたがって広がる古市古墳群、堺市の百舌鳥古墳群
が「百舌鳥・古市古墳群」としてユネスコの世界遺産に登録さ
れました。

果樹や農産物の栽培に適した地としても知られており、中
でも関西地区では最多の生産量を誇る「いちじく」が特産品と
して有名です。夏の味覚「ぶどう」の栽培や、市で採れたぶどう

を使ったワインの生産も盛んです。
羽曳野市では古くから宅地の整備が進められ、閑静な住宅

街がいたるところに広がっています。大阪市の中心まで、市内
を走る近鉄南大阪線で30分程度というアクセスの良さから居
住地に選ぶ人が多く、「自然豊かな環境で子育てをしたい」と
いう人に人気のエリアとなっています。

まずは知っておこう！

大阪府羽曳野市はこんなエリア

約2万6千年前の石器作
りの跡を公園として整
備した翠鳥園遺跡公
園。石器作りのために
打ち割った石を表現し
た卵型のモニュメント
が印象的。

コロコロふれあいパークや、府営石川
河川公園、石川スポーツ公園など、家
族連れやスポーツを楽しむ方に最適
なスポットが点在。

応神天皇陵古墳（北から）
羽曳野市教育委員会提供

歴
史
の
ロ
マ
ン
を

感
じ
る
っ
ち
！
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応神天皇陵古墳● 1

2
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古市駅

●大阪はびきの
　医療センター四天王寺大学●

恵我ノ荘駅

近鉄南大阪線 羽曳野市
エリアマップ
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阪
府
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！
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COCOARアプリで　　マーク付近をスキャンし、タウン情報動画をチェックしよう！

誉田八幡宮

パティスリーバロン

飛鳥ワイン

誉田八幡宮は日本最古の八幡宮と
される由緒ある神社です。欽明天皇の
命によって6世紀後半に創建され、応
神天皇、神功皇后、仲哀天皇を主祭神
として祀っています。
鎌倉時代以降は源氏一門や各時代

の将軍・武士の参拝も盛んになり、古
くから国や武士の守護神として信仰
されています。そのため「勝利・災厄払
い・開運」のご利益があるといわれて
います。

飛鳥ワインは自社農園で育てたぶどうを使用して
ワインの醸造、瓶詰から販売まで行うワイナリーで
す。剪定（せんてい）や醸造の過程で出た枝や搾りかす
を堆肥として畑で循環させ、エコで減農薬な土壌づく
りが行われています。コンクールでも高い評価を受
けており、2023年の日本ワインコンクールで「飛鳥
スパークリングシャルドネ2020」が金賞、「飛鳥デラ
ウェア2022」が銀賞を受賞しました。ワインを知って
日常的に楽しんでほしいという思いから、畑と醸造過
程の見学や試飲（ランチ付き）ができるワイナリーツ
アーも開催しています。

住所／羽曳野市誉田3-2-8　電話／ 072-956-0635
宝物館　営業時間：毎週土曜日13:00～ 16:00
料金：400円

お城のような外観が特徴で、地元の人から
は「バロン城」と呼ばれています。駅からも近
く、気軽に立ち寄ることができます。

特徴ある、瓶内二次発酵。瓶の中で時間をかけ
て発酵させることでガス圧が強く、きめ細やか
で持続性のある泡が生まれます。コンクールで
受賞したスパークリングも、この方法で作られ
ています。

住所／羽曳野市飛鳥1104
電話／ 072-956-2020
ワインショップ　営業時間／10:00～17:00（土、祝日は定休日）
※ワイナリーツアーの日程はHPをご確認ください。
https://www.asukawine.co.jp/

拝殿は徳川家によって再建さ
れました。屋根の丸瓦には、徳
川家の家紋「三葉葵」が飾られ
ています。

本殿から応神天皇陵に向かう参道にかかる放
生橋。秋季大祭では応神天皇の神霊をのせた
神輿が、本殿からこの橋を渡って応神天皇陵
へ渡御する神事が厳かに執り行われていまし
た（現在は脇の平橋を渡って行われます）。

1

3

2

AR

AR

AR

（誉田八幡宮蔵）
塵地螺鈿金銅装神輿

（誉田八幡宮蔵）
金銅透彫鞍金具

塵地螺鈿金銅装神輿は源頼朝から寄進された鎌倉時代の神
輿です。当時の建築・漆工・金工・染織などが見て取れる貴重
な文化財です。応神天皇陵陪塚丸山古墳から発掘された金銅
透彫鞍金具とともに、土曜日（13:00 ～ 16:00）に宝物館で見
学することができます。

定番商品で人気のある「もずふる」。その形
は世界文化遺産の百舌鳥・古市古墳群をモ
チーフにして作られています。

店内のイートインスペース。ゆったりとした雰
囲気でケーキとドリンクをいただくことができ
ます。

自社農園のぶどう畑。約5ヘクタールの広さ
を持ち、傾斜があって水はけがよく温暖な気
候で芳醇なぶどうが育てられています。

ワインの醸造、瓶詰を行う工場。
ワイナリーツアーでは、工程を解
説してもらいながら工場内を見
学することができます。

1968年「お客様のすてきな時間をおいしいお菓子
で彩りたい」という思いからオープンしたケーキ屋さ
ん。ショーケースに並んだ色とりどりのケーキや焼き
菓子が目を楽しませてくれます。河内長野市のよし
だフルーツファームのブルーベリーを使用した「よし
ださんちの箱入り娘」などの近隣の素材を使ったケー
キや、季節限定のケーキまで、いつ訪れても選ぶ楽し
さがあります。シャンデリアがきらめくイートインス
ペースでは、香り豊かなコーヒーや紅茶を片手に優雅
なティータイムを過ごせます。

住所／羽曳野市南恵我之荘8丁目1-3　電話／ 072-953-8800
営業時間／8:00～ 20:00（カフェは19:00ラストオーダー）
アクセス／近鉄南大阪線恵我ノ荘駅出入り口②から徒歩すぐ
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11・12月号 第4回理事会・幹事会合同会議　報告

「すぐぽりす」リーフレットを作製・
配布しました

■会議
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第4回理事会･幹事会合同会議

■日時/形式
9月28日（木）15時30分～
大阪府宅建会館2階会議室並びにWeb会議「Zoom」

■審議事項
・2F音響設備の追加購入に関する件
・経理規程の一部改正に関する件
・�電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規
程（案）に関する件

・総会準備委員会編成（案）に関する件
�⇒原案どおり承認

■報告事項
・新入会員承認
・廃業等による会員資格喪失者
・行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
・大阪宅建ビジョンの後期（2024~2026年）戦略（案）
・各委員会報告

大阪宅建協会では、大阪宅建ビジョンに掲げる社会貢献事
業の一環として、大阪府警察が行う防犯啓発活動に協力して
います。
今回は、女性安全をテーマにリーフレットを作製し、8

月6日（日）に京セラドーム大阪にて開催された「KANSAI　
COLLECTION2023　A/W」（通称:関コレ）にて15,000部を配布
いたしました。

大阪宅建協会では、これから
も大阪府警察と連携し、誰もが
安心して暮らせるまちづくり
に協力してまいります。

CONTENTS

「ぶどう畑と近鉄南大阪線」
取材中、市内東部に点在するぶどう畑の中を行き
交う近鉄南大阪線の列車をたびたび見かけまし
た。自然豊かな環境と大阪市中心部までのアクセ
スの良さ、羽曳野市の魅力が集約された風景だと
感じます。

今号の一
い ち ま い

枚

大阪府羽曳野市発！

子育て世代に最適の
自然豊かな環境
TAKUMAGA NEWS

新入会員

住宅セーフティネット制度をご利用ください

2024年「たくっち」の年賀状をご活用ください
事務局からのお知らせ

たくっちを探せ！

たくっちの実務ノート

会員業者限定 弁護士による無料法律相談

宅地建物取引業人権推進員
「養成講座」のご案内

不動産広告実態調査にご協力をお願いします
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大阪宅建協会の広報誌 たくっちマガジン
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TAKUMAGA NEWSTAKUMAGA NEWS

10月3日（火）、東京不動産会館で東京宅建との合同役員会が開催されました。東京宅建及び大阪宅建の執行部役員
の計19名が出席しました。
「新規入会者獲得について」「入会手続きオンライン化について」など、各協会の活動について忌憚のない積極的な
意見交換を行いました。
両協会における新規入会者の獲得に向けた取組み、各種手続きのオンライン化について情報交換をする等、有意

義な会合となりました。

東京宅建と合同役員会を開催しました

名誉役員・OB会・現役理事合同ゴルフコンペを開催しました

9月20日（水）に万壽ゴルフクラブにおいて、名誉役員･OB会・現役理事合同ゴルフコンペを開催いたしました。
当日は、支部行事との兼ね合いから、有志の参加ながらも、天気には恵まれ、現役理事の方と良い交流が持てたゴ

ルフコンペとなりました。
また、次回以降の開催に繋げていきたいと思いますので、その際には是非奮ってご参加ください。
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9月6日（水）15時より、「事業承継セミナー &個別相談会」（第1回）を大阪府宅建会館にて開催しました。
昨年の事業承継ゼミ&会員交流会に引続き、M&Aの専門家である五島洋弁護士（飛翔法律事務所）を講師に迎

え、長年蓄積してきた取引先との関係を簡単に終了させないため、同じ感性を持った地域事業者に事業を引き継ぐ
ため、売り手と買い手の双方の立場から「事業承継」を学ぶことで、適切なマッチングへとつなげる、全3回のゼミ
ナールです。
第1回は“後継者がいない時のM&A”について、事例を交えながら解説いただきました。また、個別相談会では、

五島弁護士・同法律事務所の吉本弁護士が真摯に
会員の相談を受け止め、様々な疑問点や不安点の
解消に適切なアドバイスが送られました。

大阪宅建協会では、会員企業の持続可能なエリ
アマネジメントの実現を目指して、売り手側と買
い手側のビジネスマッチングの機会を創出いたし
ます。�

会員支援事業 「事業承継セミナー＆個別相談会」（第１回）を開催

叙勲・褒章・大臣表彰を受けられた会員はご連絡ください

大阪宅建協会では、令和5年度の産業功労による叙勲・褒章・国土交通大臣表彰ならびに大阪府知事表彰の受賞者を顕
彰することを予定しています。
この機会に、産業功労以外の分野による叙勲等の受賞者につきましても、併せて顕彰させていただきたいと存じます。
つきましては、下記の要件に該当する方がおられましたら、所属支部までご連絡いただきますようお願いいたします。

１．該当要件�：
２．連絡期限�：
３．連  絡  先�：
４．注意事項�：

※やむを得ない事情により、顕彰予定が変更となる場合がございます。
※ご不明な点については、大阪宅建協会法務部（担当：福井）まで　TEL：06-6941-8197

正会員の方で、令和5年中に、叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方

令和5年12月1日（金）

所属支部事務局

①大阪府知事表彰は対象となりません。
②各支部よりご連絡いただいた顕彰対象者の方について、
　綱紀自主規制委員会で審査した上で決定させていただきます。
③産業功労により叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方は、当協会が推薦しており
　受賞状況を把握しておりますので、ご連絡は不要です。

綱紀自主規制委員会からのお知らせ
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TAKUMAGA NEWSTAKUMAGA NEWS

9月25日（月）16時より、「加盟店研修交流会」
をクイントブリッジ（大阪市都島区）にて開催し
ました。
TAKTAS.の加盟店企業を中心に、クイントブ

リッジ会員を含めて約50名が参加し、第一部は
加盟店の鈴木剛さん、桐生幸之介さん、平井由香
さんによる、独自の取組み事例を発表いただき
ました。
第二部は、NTTが運営するオープンイノベー

ション施設ならではの試みとして、クイントブ
リッジ会員7社による、不動産業界に特色を活か
せる次世代的ビジネスサービスのプレゼンテー
ションが行われ、地域に根差す企業同士、異業種
交流に花が咲きました。

11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間です

ヘイトスピ
ーチ

ゆるさへん
！

人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差別意識
を生むことにつながる許されない行為です。
大阪府では、ヘイトスピーチを禁止し、「ヘイトスピーチを許さない」という共通認識を社会に根付かせること

を主たる目的として、令和元年11月1日、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関
する条例」(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)を施行しました。
条例の趣旨を理解し、全ての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築きましょう。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

大阪府�府民文化部�人権局�人権擁護課�人権・同和企画グループ
TEL：06-6210-9282

TAKTAS.  「加盟店研修交流会」を開催

加盟キャンペーン実施中
大阪宅建協会では、TAKTAS.加盟店間及び地域事業者間のネットワークを構築させ、新しい化学反応を促進する

交流会を積極的に実施しています。

１社１社では難しいことも、知恵や情報、想いを共有しあうことで、お客様によりよいサービスを提供する「TAKTAS.」

ネットワーク、ただいまお得な加盟キャンペーン実施中！（2023年12月末日まで）

https://www.osaka-takken.or.jp/members/member-news/2023/08/post-1741.html  （要ログイン）

お問い合わせ先
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新大阪

北

新大阪

北

中央

西

なにわ阪南

北摂
北大阪

京阪河内

東大阪八尾

堺市

① 64590

① 64658

① 64625

① 64586

① 64384

① 64131

① 64572

① 64657

① 64613

① 64595

① 64484

① 64638

① 64512

① 64621

① 64653

① 64649

① 64313

① 64632

① 64634

① 64600

① 64676

① 64605

① 64564

大臣① 10496

① 64624

① 64626

① 64698

① 64593

① 64704

① 64618

① 64640

① 64668

① 64643

① 64669

Eren 株

スティード・トラスト 株

盈成 同

株 トップエステート

株 WING

株 和上ホールディングス

株 OMUランドクリエーション

株 ダハイム

株 クローバー不動産

株 FLY

株 EIT

株 ACE PRIDE

株 エーペックコシカワ

Trust home 株

株 フォーシナジー

株 阿倍野ニクラス不動産

株 えびすフューチャーデザインホーム

株 ワイズリアルエステート

mine 株

株 昭恵

HARUSORA不動産 株

株 エビス

株 SUGAR

橋和工業 株

PLANTSPLANT 株

エルプラス 株

株ティアレッジ

株 ウェルティイノベーション

よかった不動産

玉田観光開発 株

株 グランモンド

株 NTK

株 ビッグマウンテン

株 NICE

齊藤　圭祐

播馬　寛之

熊　　曼芳

上治　京子

高橋　秀智

石橋　大右

岡山　明史

伊賀　正貴

杉谷露稀依

周　　玉娟

鄭　　為斌

髙岡　勇介

越川　弘進

山田　時人

森　　政博

帰山　雅和

片岡　　聖

岡島　康悟

砂川　　萌

西嶌惠美子

紺屋嶋宗一郎

松本　　学

佐藤　大祐

富田　善寛

小野　英治

辻　　利規

瀧本　　豊

井下　佳郎

島野　斉子

玉田　誠二

鶴田絵利奈

長堀　哲矢

大山　秀人

西内　　凱

支　部 商　号 氏　名 免許番号

支　部 商　号 氏　名 免許番号

新入会員
2023年8月度

2023年9月度
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中央

西

なにわ京阪

なにわ東

北大阪

京阪河内
東大阪八尾
南大阪

堺市

泉州

① 64602

① 64637

① 64647

① 64660

① 64678

① 64679

① 64691

① 64692

① 64619

① 64694

① 64696

① 64711

① 64703

① 64589

① 64735 

① 64670

① 64681

① 64689

① 64693

① 64714

① 64684

① 64554

① 64617

① 64682

① 64685

① 64701

① 64709

① 64730 

① 64641

① 64695

① 64642

① 64526

① 64639

① 64667

① 64655

① 64349

① 64377

① 64740

・2023年9月入会時点の情報です。
・2023年9月末現在の会員数は  正会員 8,544名   準A 707名   準Ｂ 5,604名

株 リンク・エステートジャパン

株 TSUKKII不動産

同 ゼット

株 ウェルポートコーポレーション

SWハウス 株

川崎商事 株

株 アルチサン

株 クロスウォーク

株 エステートマネジメント

株 一方

株 リアルネット

なんば不動産 株

CS 株

株 イオンホーム

株 山北エステート

株 エスアール

株 エスホールディングス

テンセイホーム 株

ASUMO 株

アイユ企画 株

吉家リソース 株

まるは住建

株 原田商会

株 Traditional Street

ツインズエステート 株

不動産オフィス 株

株 大起不動産

株 ランパート

株 徳山ホールディングス

株 Blue moon home

株 メルフィデザインホーム

三田実業 株

株 興栄源

同 OZ住まいる

株 Tojo

株 健王商会

株 ホームプロテクト

株 源喜

渡邊　崇之

築山　昇生

田村　　貴

飯島　祐一

石川　翔太

川崎健太郎

耳東　叢翔

木下　恵次

妙中　　麗

登阪　方皓

山林　功治

鈴木　庸介

小松　起興

安本　景子

山北　佳弘

奥田　陽一

山本奈都美

金子　禄誠

高　　　鵬

田口　純子

楊　　　光

林　　敬文

原田　直彦

廣瀧　真也

中村　圭志

畠中　雄規

斎藤　達也

津田恋太郎

徳山かおる

奥田　善弘

重信与志人

宮原　真紀

富田　和輝

山本　大輔

東條　真武

尾脇健太郎

辻󠄀　　智弥

富永　和樹

支　部 商　号 氏　名 免許番号

※最新の会員情報は、大阪宅建Ｗｅｂサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。

大阪宅建Web
会員検索トップページ▶

2023年9月度
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1 2 3

住宅セーフティネット制度をご利用ください
　高齢者、障がい者、外国人、低額所得者、ひとり親世帯などの住宅の確保に配慮が必要な方（住宅確保要配慮者）

に安心して住まいを確保してもらえるよう、民間の空き家・空き室を活用して、入居を拒まない賃貸住宅の供給を

促進することを目的に設立された制度を「住宅セーフティネット制度」と言います。

住宅セーフティネット制度の３本柱

住宅確保要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅（セーフティネット住宅）の

登録制度

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティネット住宅）を登録してください。

住宅確保要配慮者の住まい探しの相談に応じる「協力店※」に登録してください。

居住支援法人と連携し、住宅確保要配慮者の住まい探しにご協力ください。

※協力店とは…
　高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の住まい探しに関する相談に応じる不動産店
　であり、登録いただくと、あんぜん・あんしん賃貸検索システムに掲載されます。

【Osakaあんしん住まい推進協議会】http://osaka-anshin.com/about/

【事務局】 大阪府居住企画課　TEL：06-6210-9707
大阪宅建協会は、Osakaあんしん住まい推進協議
会に参画し、住宅確保要配慮者が安心して住まい
を確保できる環境整備を目指し、住宅セーフティ
ネット制度の促進や取組みに協力しております。

緊急連絡先がない、保証人がいない、近隣トラブルが心配など、住宅確保要配慮者の住まいが見つからない場合、居住支援法人が住宅確
保要配慮者をサポートをすることで、家主に安心していただき、住宅確保要配慮者の入居を受け入れていただくことができます。

居住支援法人と連携していただき、住宅確保要配慮者の住まい探しにご協力ください！

【協力店の登録方法】
サイト下部の「協力店はこちら」から、または、
下記アドレスから登録手続きが可能です。
https://sumai.osaka-anshin.com/info/partners

登録住宅の改修・入居への
経済的支援

住宅確保要配慮者への
入居支援、住まいのマッチング

11

22

33

居住支援法人とは
住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守りなどの生活支援、家賃債務保証等の
居住支援を行う法人であり、「住宅セーフティネット法」に基づき都道府県が指定する法人です。

主な
登録基準

一般住宅 共同居住型住宅（シェアハウス）

耐震性を有すること

住戸の床面積が18㎡以上
（台所、便所、浴室、収納を有すること）

住宅全体の面積　：13.5㎡×N（入居者数）＋10㎡以上
専用居室の床面積：7.5㎡以上

※１戸から登録が可能です。
※登録手続きについては、Osakaあんしん住まい推進協議会が代行で入力手続きを行うことも可能です。
※ひとり親世帯向けシェアハウスについては、別途基準を設けています。

あんぜん・あんしん賃貸検索システム

会員の皆さまにご協力いただきたいこと
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予算には限りがあります。
詳細はホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

住宅セーフティネット制度をご利用ください

ひとり親世帯がセーフティネット専用住宅へ入居する場合

最大4万円・最長10年間 家賃を補助！

Ｒ5年度 新規事業

長期安定的な収入 + 空家対策

入居者の主な条件 主な注意事項 

問合せ／岬町 建築課 住宅管理係　☎072-492-2736 

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

専
用
住
宅
登
録

※
大
阪
府
へ
事
前
登
録
が
必
要

大阪府

岬町からのお知らせ
賃貸物件オーナー様

空家所有者様向け

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

専
用
住
宅
登
録
申
請

公営住宅並み家賃支払い

登録には一定の条件があります。
詳しくは大阪府（居住企画課�06-6210-9707）へお問い合わせください。

・ 世帯全員の合計所得が月額21.4万円以下（多子世帯
は月額25.9万円以下）であること

・ 新耐震基準に適合すること、一定の床面積以上など、
良質な賃貸住宅に入居すること

・通算5年以上岬町に住んでいる（住んでいた）こと

・入居者に持家がないこと 

・ 現在入居している住宅に引き続き入居する場合
（転居を伴わない場合）は、対象外です

・ 補助額は、入居する住宅や収入に応じて変動します

・ 補助期間は、入居する住宅によって短くなる場合が
あります

・ 入居者の募集や決定は、一般の賃貸住宅と同様、
不動産店等が行います 

詳細はこちらから

本来家賃と公営住宅並み
家賃との差額を補助（最大４万円）

例本来家賃  5.5万円
例実質家賃  2.2万円

例家賃補助  3.3万円

賃貸物件オーナー様　空家所有者様 ひとり親世帯（入居者）

岬町
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2024年

事務局からのお知らせ

「たくっち」の年賀状をご活用ください

たくっちの年賀状テンプレートを無償でご使用いただけます♪

年賀状テンプレートは、以下の全４種類です。

大阪宅建協会Webサイトからお好みのデザインをダウンロードいただき
新年のご挨拶にお役立てください。
https://www.osaka-takken.or.jp/whatsnew/

ぜひ使
ってっち

～！

年末年始の当協会における各業務の取り扱いは次のとおりです。
あらかじめご了承ください。

12月28日（木）から
1月4日（木）まで

業務を休止いたします。

12月28日（木）から
1月3日（水）まで

休止します。

12月18日（月）から
1月12日（金）まで
休館いたします。

本部事務局 不動産無料相談所 レインズ

ダウンロードは
コチラから
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？
2名様に

JCBギフトカード

キキャャリリーーオオーーババーー！！！！
10,00010,000円分円分
キキャャリリーーオオーーババーー！！！！

下の二次元コードを読み取るか、
検索して『COCOAR』アプリを
スマートフォンにインストール

『COCOAR』を起動し、
画像スキャン→空
間スキャンモード
にしてください

上記3つのスポットのどこ
かでスマートフォンをかざ
すと動くたくっ
ちが現れます

たくっちが現れた
画面のスクリーン
ショットと、スポッ
ト 名 を下記Web
フォームで送って
ください

❶誉田八幡宮 ❷飛鳥ワイン ❸パティスリーバロン

COCOARを使ったクイズ企画！
O・O・SA・KAタウン情報で紹介した3つのスポットのどこかに
たくっちが隠れているよ。スマートフォンを持って、探しに行こう！

※�通信状況によっ
て表示まで時間
がかかることが
あります

※スマートフォンの
　GPS機能をオンにしてください

ど
こ
か
に

僕
が
い
る
っ
ち
！

ど
こ
に
い
る
か
は

内
緒
っ
ち
！

発
見
！！ このボタンで

スクリーン
ショットが
撮れます

今回の３つのスポットはこちら！ ※下記の写真と同じ構図ではなくても探せます

COCOAR 検索

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

正解は
ヨナガ（夜長）

でした

プレゼント応募方法

COCOARアプリをダウンロードしてたくっちを見つけよう！

名探偵たくっち Vol.42【シークワーズ】の答え

正解者の中から抽選で2名様に、
「JCBギフトカード10,000円分」
をプレゼントします。解答はWeb
フォームからご応募ください。

賞品の発送をもって当選者の発表とさせ
ていただきます。ご記入いただいた個人情
報は賞品発送のために使用いたします。

https://forms.gle/5YJ3DkVKTuAPig9P7Webフォーム

ニ ヨ シ ア ク リ メ シ
ゴ ヒ キ ム ギ ト ロ コ
サ ノ ヤ リ ン ド ウ ロ
ヒ ウ ワ ク ナ ビ ン モ
ノ ロ マ キ ト ブ ド ウ
カ イ ツ オ ウ オ ウ ト
ン ケ ム ユ イ ガ カ ン
ブ カ シ シ ン マ イ ボ

空間スキャン

必要な分だけ、
自由に組み合わせる 展示ブースキット

2023/03/15/ 社告＿H68×W180

高速オフセット  展示ブースキット

他にもパネル POP、タペストリーなど
豊富なアイテムをご用意しています。
　　　　　  詳しくはこちらから▶▶▶

CHECK!

06-6556-6501

TEL 06-6556-6500
大阪市西区北堀江2丁目5番24号 KOUSOKU堀江ビル
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たくたくっっちちのの実務実務ノーノートト

Q

不動産取引Q＆A

A

事実関係
　当社は、賃貸の媒介業者である。営業エリアは都心部から離れて
おり、以前は、人口の増加地域であったが、近年は人口が減少傾向
にある。賃貸物件は、築年数の経たものが多く、人口減により賃貸
需要は伸び悩んでいる。入居率の低い賃貸人は何とか空室を避け
ようと賃料を低く設定したり、敷金の減額、更新料の撤廃など契約
条件を工夫している。余裕のある賃貸人は、外壁の塗り直し、設備
の更新などをしている。
　当社が管理している物件の賃貸人は、空室が目立つために賃貸
経営に不安を感じ、賃借人の募集にあたり、当社に契約条件の変更
を申し入れてきた。新条件は、従来の賃料から約20％減額すること
と賃借人から受領する賃料1か月相当の礼金を当社に広告料とし
て支払うというものである。当社が賃借人を紹介して賃貸借契約
が成立したときは、賃借人から1か月相当の媒介報酬と広告料が受
領できることになる。また、他業者が紹介した賃借人で成立した場
合、それぞれ、紹介業者が賃借人から、当社は賃貸人から賃料の1か
月相当の金員を受領できることになる。賃借人募集のための広告
活動は、通常実施している当社ホームページと物件情報サイトへ
の掲載、業者間情報サービスの図面配布の予定である。

質　問
1．�当社は、賃貸借契約が成立した場合、賃貸人から広告料の名目で
金員を受領することができるか。

2．�賃貸人が、賃借人から受領する礼金を広告料として当社に支払
うとの約定に問題がある場合、賃貸借契約の約定どおりに賃貸
人が礼金として受け取ることには問題はないか。

回　答
1．結論
⑴ 質問1.について ―�賃貸人からの特別の広告の依頼がないのに、
宅建業者が広告料名目の金員を受領することは宅建業法違反に
該当する。

⑵ 質問2.について ―�このような法令違反の約定がある場合、賃貸
人は、賃借人から支払われた礼金名目の金員を受領する正当な
権限を有せず、賃貸人の不当利得となる可能性が高く、賃借人に
返還すべきものと解する。

2．理由
⑴⑵について
　宅建業者が宅地や建物の売買または貸借の媒介に関して受ける

賃借人が礼金として賃貸人に支払う金員を、媒介業者が広告料とし
て受領することの是非。
賃貸需要の低下した地域の賃貸人から、媒介業者である当社に対し、
依頼物件が契約成立した際は、賃借人からの報酬とは別途に、広告費
として賃料の1か月相当の金額を支払うとの申し出があった。

13 vol.649



ことのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。こ
の規定を超える額を受けることが禁じられている（宅建業法第46
条）。媒介業者が受領できる具体の額は、国土交通省告示の報酬規
定に上限額が定められている。原則、報酬以外の金員は受領できな
いが、例外として、依頼者からの申し出があり、費用負担の承諾が
ある広告に限ってその広告料金については受領することが可能で
ある（同省告示第9）。
　媒介業者が媒介活動において通常実施する広告や宣伝に使用す
る費用は、裁判例でも、「営業経費として報酬の範囲に含まれてい
るものと解される」と報酬の内で負担する必要がある。明文化され
た規定はないが、一般的に報酬は売買または貸借契約の成立によ
る成功報酬であり、契約が成立しなければ報酬の受領ができない
（【参照判例①】参照）。依頼者の依頼及び合意により媒介業者が広
告費として受領できるのは、「容認する広告の料金とは、大手新聞
への広告掲載料等報酬の範囲内でまかなうことが相当でない多額
の費用を要する特別の広告の料金」であり、「広告の料金に相当す
る額の金員を受領することができる」と広告料の実費のみが認め
られる（【参照判例②】参照）。依頼者からの依頼や合意があれば広
告料を受領できると誤解している媒介業者がいるようだが、受領
できる広告料は、依頼による特別な広告に限られることに留意が
必要であろう。違反した場合には、当然宅建業法上の行政処分の対
象となる。
　さらに、相談ケースのように、賃借人が支払う礼金名目の金員
を賃貸人と媒介業者の合意に基づき、媒介業者が取得する行為に
関し、「礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1
か月又は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提とし
て、これを媒介業者において広告料の名目により取得することを
認めるものであるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反
し、無効」であり、強行規定である報酬規定を潜脱する目的の礼金
は、「媒介業者が広告料名目の金員を取得するために定めたもの
であるから、賃借人と賃貸人間の礼金支払合意も、礼金取得合意
と同様に、宅建業法の規定に反し、無効」となる。賃借人が、賃貸人
に支払った礼金を賃貸人のものとして受領したとしても、「礼金
は本来賃借人に返還すべきものであり、礼金名目の金員の支払に
ついて、賃借人との関係で媒介業者に助力した賃貸人がこれを取
得すべき理由はない」と賃貸人が受領した礼金は、賃貸人の不当
利得として返還義務が生ずる（民法第703条）ことになる（【参照判
例③】参照）。

参照条文
●民法第703条（不当利得の返還義務）
　法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そ
のために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」
という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務
を負う。

●宅地建物取引業法第46条（報酬）
①�宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理
又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大
臣の定めるところによる。

②�宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならな
い。

③・④（略）

● 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けること
ができる報酬の額（昭和45年10月23日国土交通省（旧建設省）告
示第1552号）

第1～ 3（略）
第4　賃借の媒介に関する報酬の額
　宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者
の双方から受けることのできる報酬の額（当該媒介に係る消費税
等相当額を含む。以下この規定において同じ。）の合計額は、当該宅
地又は建物の借賃（当該貸借に係る消費税等相当額を含まないも
のとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当
該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。）の1か月分の1.1倍
に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する
建物の賃貸借媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる
報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承
諾を得ている場合を除き、借賃の1か月分の0.55倍の相当する金額
以内とする。
第5～ 8（略）
第9　第2から第8までの規定によらない報酬の受領の禁止
①�宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理
又は媒介に関し、第2から第8までの規定によるほか、報酬を受け
ることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告料金
に相当する額については、この限りでない。

②（略）
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岩
い わ も と

本　　洋
ひろし

 先生 1月18日木12月14日木

12月7日木

※ 大阪宅建協会Webサイト会員専用ページ内より事前予約をお願いいたします。
※午後１時～３時、対象は会員業者の方のみです。
※ 予約方法がご不明な場合は（☎06-6943-0621）にご連絡をお願いいたします。

弁護士による無料法律相談

11月30日木

1月25日木 2月1日木

2月8日木 2月15日木

住
す み は ら

原　秀
しゅういち

一 先生

事前予約は
こちらから▶
大阪宅建協会Webサイト

会員業者

限定

村
む ら か み

上　博
ひ ろ か ず

一 先生

村
む ら か み

上　博
ひ ろ か ず

一 先生

住
す み は ら

原　秀
しゅういち

一 先生

岩
い わ も と

本　　洋
ひろし

 先生

磯
い そ

野
の

　英
ひ で の り

徳 先生

村
む ら か み

上　博
ひ ろ か ず

一 先生

参照判例①
●最高裁昭和49年11月14日　ウエストロー・ジャパン（要旨）
　仲介人が宅地建物取引業者であって、依頼者との間で、仲介によ
りいつたん売買契約が成立したときはその後依頼者の責に帰すべ
き事由により契約が履行されなかつたときでも、一定額の報酬金
を依頼者に請求しうる旨約定していた等の特段の事情がある場合
は格別、一般に仲介による報酬金は、売買契約が成立し、その履行
がされ、取引の目的が達成された場合について定められているも
のと解するのが相当である。

参照判例②
●東京高裁昭和57年9月29日　判タ485号108頁（要旨）
　一般に宅建業者が土地建物の売買の媒介にあたって通常必要と
される程度の広告宣伝費用は、営業経費として報酬の範囲に含まれ
ているものと解されるから、本件告示第6（現行、第9）が特に容認する
広告の料金とは、大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内でまかな
うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味す
るものと解すべきであり、また、本件告示第6（同）が依頼者の依頼に
よって行う場合にだけ広告の料金に相当する額の金員の受領を許し
たのは、宅建業者が依頼者の依頼を受けないのに一方的に多額の費
用を要する広告宣伝を行い、その費用の負担を依頼者に強要するこ
とを防止しようとしたものと解されるから、特に依頼者から広告を
行うことの依頼があり、その費用の負担につき事前に依頼者の承諾
があった場合又はこれと同視することのできるような事後において
依頼者が広告を行ったこと及びその費用の負担につき全く異議なく
これを承諾した場合に限り、広告の料金に相当する額の金員を受領
することができるものと解すべきである。

参照判例③
○東京地裁平成25年6月26日　ウエストロー・ジャパン（要旨）
　宅建業法の規定によれば、建物賃貸借の仲介において、媒介業者
は、賃貸人、賃借人の双方から、名目の如何を問わず、国土交通省告
示に定める金額（賃料相当額の1か月分）を超える報酬を取得する
ことができない。これは、媒介業者が複数存在する場合も同様であ
り、各業者の受ける報酬額は、合計して上記金額となる。

　礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1か月又
は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提として、これを
媒介業者において広告料の名目により取得することを認めるもの
であるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反し、無効であ
るというよりほかはない。
　この点、媒介業者は、近時の建物賃貸借市場における供給情勢に
基づき、広告料名目で元付業者が金員を取得する慣行がある旨主
張する。しかし、本件以外でも、少なくない事例において広告料名
目の金銭の収受が行われる実態が認められるとしても、このよう
な実態に基づく運用が強行規定である宅建業法の規定を空文化す
る効力を持つような慣習法として確立しているとは言い難く、媒
介業者の主張によっても、前記判断を左右するに足りない。
　ところで、賃貸人は、礼金名目の金員について、賃貸人が取得す
べき金員を媒介業者が預かり又は留保したとして、その引渡しを
求めている。しかし、上記説示によれば、この礼金は、強行規定を潜
脱する目的で、媒介業者が広告料名目の金員を取得するために定
めたものであるから、各賃借人と賃貸人間の礼金支払合意も、礼金
取得合意と同様に、宅建業法の規定に反し、無効である。
　そうすると、賃貸人は、各賃借人から支払われた礼金名目の金
員を取得する正当な権限を有しないから、これを自らに引き渡す
べき請求をすることもできないというべきであり、賃貸人の礼金
の引渡請求は、各契約を通じ、前提を欠いて、理由がない。この結論
は、媒介業者が礼金を取得することを是認するものではないが、礼
金は本来賃借人に返還すべきものであり、礼金名目の金員の支払
について、賃借人との関係で媒介業者に助力した賃貸人がこれを
取得すべき理由はない。

監修者のコメント
　本件の相談者のような理解が、いまだ一部に存在する。宅建業法
第46条の媒介報酬の制限は、あくまでも強行規定であって、たとえ
依頼者が好意で支払いたいと言っても、上限額を超えるものは、業
法違反である。また、実質的な媒介報酬について、広告料、企画料、
調査費など名目を変えれば報酬額の制限に抵触しないなどと考え
るのは明らかな誤りである。そのような行為を「脱法行為」と言い、
許されないことは明白である。

2306-R-0264　掲載日：2023年6月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用 
 ※参照条文は当時のものです。
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業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、
宅地建物取引におけるあらゆる人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、
宅地建物取引業を行ううえで理解しておかなければならない人権問題や法令等について、
分かりやすく解説しますのでぜひご参加ください。

※上記時間すべて受講いただいた方には「人権推進員証」と
　店頭に掲示していただく「ステッカー」を交付します。

◎ 「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
◎ 大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」
◎ 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
◎ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」　など

右記申込フォーム（二次元コード）
またはTELにてお申し込みください。

■ 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
　 宅建業指導グループ：TEL 06-6210-9734

■ （一社）大阪府宅地建物取引業協会
　 法務部：TEL 06-6941-8197

●当日は新型コロナウイルス感染症対策
として、「マスク着用の推奨」、「消毒用ア
ルコールの設置」、「会場の換気」、「座席間
の距離の確保」等を行います。
●体調不良（だるい、発熱、咳が出る等）の
場合は、参加を自粛いただきますようお
願いいたします。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め開催の中止や延期等になった場合、ま
たは会場が対応困難な事態になった場合
は、お申込者へ連絡いたします。
●身体に障がいなどがあり、手話・要約筆
記・車いす補助等をご希望の方は、開催2
週間前までにお問い合わせください。

※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のＷebサイトをご覧ください。
　https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html

～なくそう住まいの差別「しない、させない、許さない」～

宅地建物取引業人権推進員
「養成講座」のご案内！

お申込み方法

講座内容に関するお問い合わせ先

OMMビル

合同庁舎
3号館

税理士
会館

合同庁舎
1号館

大阪府庁

大手前高校

京阪 天満橋
谷
町
線 

天
満
橋

全日大阪会館

令和5年度

開催日

時　間

会　場

受講料

12月6日水　令和6年 2月1日木

午後1時30分から午後5時まで（受付：午後1時～）

全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3 -26）
Osaka Metro谷町線『天満橋駅』3番出口より徒歩3分

無料

※各回とも同じ講義内容です。

宅建業者の皆様へ
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当協議会は不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関す

る公正競争規約」（以下「表示規約」という。）及び「不動産業における景品類の提供の制

限に関する公正競争規約」（以下「景品規約」といい、これらの規約を併せて「規約」とい

う。）に違反する疑いのある事実が認められた当協議会の構成団体の会員事業者に対

し調査を行っており、また、規約違反を裏付けるため、物件の元付事業者や管理事業者

等に事実確認の調査を行っています（以下、元付事業者や管理事業者等も含め、当協議

会の構成団体の会員事業者を「加盟事業者」という。）。

しかしながら、一部の加盟事業者にあっては、調査への協力を渋るというケースがあ

り、これは調査業務に支障をきたし、規約の目的を確保する妨げになります。

加盟事業者は調査への協力義務があり、当協議会は当該調査に協力しない事業者に
対して、協力するよう警告することができ、この警告に従っていないと認めるときは、
違約金を課すことができる旨が規定されています（表示規約第26条第3項・第4項、表示
規約第27条第6項、景品規約第5条第2項・第3項、景品規約第6条第5項参照）。

調査業務を適切かつ円滑に実施するため、

調査へご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

不動産広告実態調査に
ご協力をお願いします

公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会

TEL：06-6941-9561

（公社）近畿地区不動産公正取引協議会からのお願い

お問い合わせ先
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不動産広告実態調査に
ご協力をお願いします

公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会

TEL：06-6941-9561
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暇と梅爺㈱
代表取締役 後藤大輝氏

㈲エステートイノウエ居住支援担当
代表取締役 曽我敬子氏

国土交通省の不動産業アワードや住宅金融モデル事業にも選出！
地域での「伝える場づくり」＆地元企業（信用金庫など）との提携な

ど、新旧融合による文化の育成とそれを地域に受け入れてもらうた
めの仕掛けを伝授いただきます。

不動産業アワード居住・生活支援部門優秀賞受賞！
住宅確保配慮者支援の第一歩はオーナーとの信頼関係を築くこ

と。残置物の提供による入居者支援だけでなく、オーナーの負担軽減
をも追及するサービスを提供。これらにより高い入居率やトラブル
発生防止を実現しているというその実践例をお話しいただきます。

11月16日木

11月29日水

第１回

令和5年11月15日発行（隔月15日発行）�通巻649号　編集・発行人／高村永振　発行責任者／石井　茂
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部　〒540-0036�大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／株式会社高速オフセット　定価50円　※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

協会ＨＰに
簡単アクセス▶
大阪宅建協会 検索

開催時間①10月30日（月）
②11月16日（木）
③11月29日（水）
④12月 4日（月）

⑤12月11日（月）
⑥ 1月23日（火）
⑦ 2月 6日（火）

15時～16時30分（受付14時30分～）

大阪府宅建会館2階会議室（大阪市中央区船越町2-2-1）会　　場

主　　催

開催日程

（一社）大阪府宅地建物取引業協会会員事業推進委員会

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

理事 米田　淳氏

㈱イーエスプランニング

代表取締役 藤岡義己氏

omusubi不動産

代表 殿塚建吾氏

㈱エンジョイワークス

取締役 松島孝夫氏

㈱MY ROOM

代表取締役 倉石智典氏

Web申込はコチラFAXご返送先 06-6809-4462

参加申込書  必要事項をご記入いただき、参加回にチェックをつけてください。

セミナー概要

マーケット（出口戦略）を見据えた不動産コンサルとは！あなた
のその提案は、本当に市場で売れますか？貸せますか？

空き家対策に取組む不動産コンサルのプロが、流通を見据えた
問題解決の実践的なアプローチ手法をお伝えします。

駐車場経営実績兵庫県No.1！一代で県No.1に成長させた一因は
地域に対する志。

そして「地域の資金は地域で回す」に徹底した駐車場経営の戦略 。
大手と地域事業者は、地域やビジネスで求められている役割が違う。
今後の不動産業界で生き残るための極意をご教授いただきます。

DIY賃貸日本一の実績。
この実績の背景にある、手作り不動産業における“コミュニティ

価値”と“経済価値のつくりかた”とは。電鉄会社や行政とも共創し、
地域活性化に汗を流す。地域から地域を任される不動産業者への
道しるべをご講演いただきます。

小規模分譲住宅の新手法。広さや立地が悪くても付加価値があ
れば売却できる。不動産は万人ではなく1人に思いっきり気に入っ
てもらうこと。そのヒントはコモンスペースにあり。

オーナーですら借り手がつかないと思っている物件に、息吹を
吹き込むことが地域の価値を高める。事業者とオーナーのマッチ
ングは、先入観を取り除き互いの内面の顔をみせあうこと。

日本まちづくり界の第一人者から、循環型不動産ビジネスの
エッセンスを学びます。

自身に
置換えてみて

商号 氏名

TEL 所属支部 支部

メールアドレス 　　　　　　　＠

参加回 □10/30　　□11/16　　□11/29　　□12/4　　□12/11　　□1/23　　□2/6

先駆者の
経験をまなび

 地域価値向上セミナー

自ら少し実践
 TRY！

全7回シリーズ

10月30日月

12月4日月

12月11日月

2024年

1月23日火

2024年

2月6日火

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

1回だけの
受講もOK

開催済

開催済

国土交通省不動産業アワード
受賞者を中心とした


